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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
九
年
六
月
二
四
日
に
、
カ
ナ
ダ
法
研
究
会
と
の
共
催
で
左
記

の
通
り
カ
ナ
ダ
法
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
行
わ
れ
た
。

午
前
一

O
時
四

O
分

l
l一
二
時

『
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
労
使
関
係
の
処
理
』

午
後
一
時
1
1
1
一
時
一
五
分

討報
三島 fr. 
ill開口

冨白

n
E
q
s
教
授

道
幸
教
授

あ
い
さ
つ

北
海
道
知
事

カ
ナ
ダ
大
使
館

午
後
一
時
一
五
分
1

1
三
時
五

O
分

『
日
加
国
際
取
引
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
盟
。
ョ
教
授

棲
回
教
授
(
現
京
都
大
学
)

小
原
教
授
(
神
戸
大
学
)

横
路
孝
弘
氏

名
島
巴
一
司
氏報

告
討
論

午
後
四
時
1

1
五
時
二

O
分

『
∞
わ
州
の
区
分
所
有
権
法
1

1
財
産
法
と
の
関
係
』

H
d
i
z
教
授

報
fr. 
討
論

藤
岡
教
授

飯
塚
助
教
授
(
小
樽
商
大
)

午
後
五
時
二

O
分

iiι
三
O
分

あ
い
さ
つ

冨
白
}
8
5
ω
B
X
Y
教
授

遠
藤
学
部
長
(
当
時
)

三
つ
の
報
告
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
で
一
冗
プ
リ
テ
イ
ツ
シ

ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
労
働
委
員
会
の
副
議
長
で
あ
っ
た
マ
ツ
キ
ン
タ
イ
ア

l
教
授
の
報
告
の
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
労
使
紛
争
は
、
裁
判
所
、
労
働
委
員
会
及
び
仲
裁

人
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
以
前
は
使
用
者
寄
り
で

種
々
問
題
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
労
使
紛
争
の
処
理
を
労
働
委
員

会
に
委
ね
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
委
員
会
が
、
不
当
労
働
行
為

の
防
止
、
団
交
代
表
者
の
認
証
、
公
正
代
表
義
務
の
実
施
等
に
つ
き
重

要
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
労
委
の
裁
定
に
対
し
て
は
司
法
審
査
は
及

ば
な
い
。
事
件
処
理
の
方
法
と
し
て
は
、
公
労
使
三
者
構
成
に
よ
る
「
調

北法36(4・239)1477



報

整
」
的
処
理
が
注
目
さ
れ
る
。
仲
裁
は
、
協
和
の
解
釈
・
適
用
を
め
ぐ

る
紛
争
を
処
理
し
て
い
る
。
(
文
責
・
道
幸
)

二
、
プ
ロ

l
ム
教
授
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
国
際
契
約
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
報
告
さ
れ
た
。
ま
ず
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
法
の
状
況
、
殊
に
連
邦
法

と
州
法
、
裁
判
制
度
を
概
観
し
た
後
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
訴
訟
係
属

を
説
明
し
、
送
達
、
管
轄
の
問
題
を
論
じ
、
更
に
国
際
契
約
の
準
拠
法

の
決
定
、
強
行
法
と
の
関
わ
り
あ
い
、
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
、
仲

裁
の
問
題
等
を
順
次
簡
潔
に
報
告
さ
れ
た
。
コ
メ
ン
テ

1
タ
1
棲
田
は
、

こ
れ
ら
の
う
ち
国
際
契
約
の
プ
ロ
パ

l
・ロ

l
の
決
定
の
仕
方
の
特
徴
、

雑

直
接
的
裁
判
管
轄
と
間
接
的
裁
判
管
轄
の
基
準
が
異
る
こ
と
よ
り
生
ず

る
日
加
聞
の
法
的
紛
争
上
生
じ
う
る
問
題
点
等
を
指
摘
し
た
。
休
憩
後

の
討
論
で
は
ウ
ェ
イ
ク
リ
1

氏
か
ら
提
起
さ
れ
た
弁
護
士
か
ら
弁
護
士

へ
の
直
接
の
送
達
が
可
能
か
否
か
、
ハ

l
グ
送
達
条
約
と
の
関
係
が
論

じ
ら
れ
た
。
日
加
聞
の
国
際
取
引
を
め
ぐ
る
新
し
い
問
題
の
所
在
が
ブ

ロ
l
ム
氏
の
報
告
を
通
じ
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
収
穫
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
文
責
・
楼
回
)

三
、
川
パ
ブ
リ
ッ
チ
教
授
は
、
カ
ナ
ダ
・
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン

ビ
ア
州
る
わ
)
の
区
分
所
有
権
法
色
。
邑
o
g
E
5
5
〉

2
・
H
2
3

に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
特
色
と
問
題
点

に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ナ
ダ
(
イ
ギ
リ
ス
)
の
不
動

産
法
(
土
地
法
)
は
ふ
つ
う
複
雑
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
ー
ー
も

っ
と
も
、
パ
プ
リ
ッ
チ
教
授
は
、
こ
れ
を
美
し
い
体
系
と
呼
ば
れ
る
l

l
、
こ
れ
は
、
も
と
も
と
、
絶
対
的
所
有
権
は
国
王
に
の
み
あ
り
、
国

民
は
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
利
益
を
そ
こ
か
ら
享
受
し
う
る
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
基
礎
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
に
対
す
る

権
原

(
E
gと
は
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
の
総
称
で
あ
り
、
権
原
の
譲
渡
は
、

売
買
や
贈
与
の
よ
う
な
契
約
と
相
続
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の

譲
渡
で
は
捺
印
や
方
式
な
ど
の
形
式
的
行
為
が
要
求
さ
れ
る
が
、
登
記

を
す
れ
ば
、
無
効
に
(
取
消
)
さ
れ
な
い
権
原
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
。

北法36(4・240)1478

B
・
C
で
区
分
所
有
権
法
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
土
地

の
不
足
や
マ
イ
ホ
ー
ム
志
向
、
さ
ら
に
は
、
自
由
時
間
の
増
加
に
よ
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
区
分
所
有
権
法
に
よ
っ
て

土
地
が
分
割
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
(
空
間
権
の
分
割
も
含
む
)
、

移
動
型
な
い
し
休
暇
用
の
家
の
利
用
が
で
き
、
土
地
開
発
も
可
能
と
な

っ
た
。
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
は
、
現
在
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
存
在
と
な
っ
て
お

り
、
銀
行
も
こ
れ
に
目
を
つ
け
、
財
産
的
価
値
は
あ
が
っ
て
い
る
。

コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
法
の
特
色
は
、
分
割
に
よ
っ
て
生
じ
た
専
有
部
分

と
共
用
(
有
)
部
分
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
新
し
い
所
有
権
が
つ

く
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
共
用
部
分
の
管
理
に
関
す
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る
権
利
、
義
務
(
山
口
包
含
三
回
)
で
あ
る
。
区
分
所
有
者
は
自
動
的
に
区

分
所
有
者
団
体
(
法
人
)
の
一
員
と
な
る
が
、
こ
の
団
体
の
運
営
は
少

数
の
者
か
ら
な
る
階
層
会
議
(
田
守
田

g
n
c
c
R
5
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

れ
る
。
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
の
利
用
に
関
す
る
規
約
に
は
、
洗
濯
物
を
干

さ
な
い
こ
と
、
ペ
ッ
ト
や
子
供
に
関
す
る
こ
と
、
自
動
車
を
清
潔
に
し

て
お
く
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ホ
モ
の
禁
止
と
い
っ
た
細
か
な
定
め
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
法
廷
で
有
効
と
み
な
さ
れ
な
い
も
の
も

あ
る
(
そ
の
他
に
、
規
約
違
反
、
規
約
改
正
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
の
解

消
な
ど
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
な
説
明
が
な
さ
れ
た
)
。

印
刷
パ
ブ
リ
ッ
チ
教
授
は
、
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
た
め
に
、
あ
ら

か
じ
め
、
カ
ナ
ダ

(
B
・
C
)
不
動
産
法
に
お
け
る
区
分
所
有
権
法
の

地
位
(
斗
『
巾
刃
包
三

sszuえ
わ
。
口
広
。
ョ
E
E
B
〉

2
Z
H
4
0官
三
日
N

T
Z
Z
と
題
す
る
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト
を
用
意
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

当
日
は
、
も
っ
ぱ
ら
時
間
的
制
約
の
た
め
に
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
あ

ら
ま
し
を
説
明
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
い
ず
れ
機
会
を
み
て
紹
介
し

た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
に
基
づ
い
て
、

日
本
と
カ
ナ
ダ
の
両
法
を
比
較
す
る
う
え
で
の
若
干
の
問
題
点
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

(!> 
(f) 

g ヵ
zナ
歪z
型で
IOE は
利不
用動
壁産
と型

i S 
E 種
宗2
基員長

本主
字句
空語
/的
て日

り抱
完璽
Rる

不
動
産
利
用
の
現
状
は
一
見
複
雑
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
区
分

所
有
権
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
と
そ
れ
ほ
ど
の
大
差
は
見
ら

れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
両
者
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、

カ
ナ
ダ
法
で
は
、
第
一
に
、
区
分
所
有
の
対
象
と
な
る
専
有
部
分
が
階

層
の
一
区
画
(
印
H
E
Z
Eご
と
さ
れ
て
お
り
(
も
っ
と
も
専
有
部
分
は
、

わ
が
国
で
は
、
一
棟
の
建
物
の
構
造
上
区
分
さ
れ
た
数
個
の
部
分
(
改

正
区
分
所
有
法
一
条
参
照
)
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
法

で
は
、
伝
統
的
に
階
層
は
土
地
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
土
地
の
一
区

画
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
、
第
二
に
、
区
分
所
有
者
の
地
位
を
示
す
コ
ン

ド
ミ
ニ
ア
ム
の
権
原

(gロ
仏
。
ョ
5
2
5
E
F
2
5
g
z己
巾
)
に
お
い

て
は
、
専
有
部
分
と
共
用
部
分

(
2
5
5
0口同
ZE)
と
が
不
可
分
の
も

の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
(
改
正
法
一
五
条
参
照
)
。
第
三
に
、
契

約
に
よ
っ
て
不
動
産
が
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
、
カ
ナ
ダ
法
に
お
い
て

も
、
登
記
は
義
務
的
で
は
な
い
が
実
際
上
要
求
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
点
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
区

分
所
有
権
法
の
基
本
構
造
が
類
似
し
て
い
る
以
上
、
次
に
述
べ
る
よ
う

な
両
法
の
差
異
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
区
分
所
有
の
あ
り
方
を
検
討
す

る
た
め
に
有
意
義
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

制
わ
が
国
の
改
正
区
分
所
有
法
(
昭
五
八
)
の
主
要
目
的
の
一
つ

は
、
管
理
の
充
実
に
あ
っ
た
が
、
両
法
の
主
要
な
差
異
は
、
ま
さ
に
こ

北法36(4・241)1479 



報

の
管
理
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
改
正
法

で
は
、
区
分
所
有
者
は
当
然
に
団
体
を
構
成
す
る
と
さ
れ
そ
れ
が
メ
リ

ッ
ト
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
団
体
が
管
理
組
合
法
人
と
な
る
た
め
に
は

区
分
所
有
者
の
数
が
三

O
名
を
こ
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
(
三

条
、
四
七
条
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
法
で
は
、
区
分
所
有
者
の
団

体
は
最
初
か
ら
法
人
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
両
者
に
ど
の
よ
う

な
実
質
的
差
異
を
も
た
ら
す
の
か
は
検
討
に
値
し
よ
う
。

第
二
に
、
区
分
所
有
者
(
占
有
者
)
の
権
利
、
義
務
の
内
容
や
規
制

の
仕
方
に
若
干
の
、
重
要
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国

で
は
、
区
分
所
有
者
の
共
同
の
利
益
に
反
す
る
行
為
は
で
き
な
い
と
さ

れ
、
規
約
で
細
か
な
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
六
条
、
三
一
条
、

三
二
条
、
四
六
条
参
照
)
。
そ
し
て
、
改
正
法
の
大
き
な
特
色
は
、
共
同

の
利
益
に
反
す
る
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
使
用
禁
止
や
区
分
所
有
権

の
競
売
な
ど
の
強
力
な
制
裁
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る

(
五
七
条

1
六
O
条
参
照
)
。
カ
ナ
ダ
法
で
は
、
規
約
の
モ
デ
ル
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
が
、
区
分
所
有
権
者
の
権
利
、
義
務
に
は
、
不
動
産
上
の

権
利
、
義
務

(UZ胃
江
主
ロ
丘
骨
三
印
)
と
、
拘
束
的
捺
印
契
約
(
耳
目
ゲ

コ円
C
Z
2
2
D白
ロ
門
)
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。
わ
が
国
に
は
、
後
者
に

直
接
に
相
応
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
前
者
に
は
、
ギ
プ
・
ア
ン

ド
・
テ
イ
ク
の
原
理
か
ら
当
然
に
生
じ
る
も
の
の
他
に
、
規
約
に
よ
っ

雑

て
禁
止
さ
れ
る
も
の
、
階
層
会
議
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
な
ど
が

あ
り
、
さ
ら
に
、
管
理
組
合
法
人
(
印
可
白

E
g号
買
え
目
。
ロ
)
は
共
用
部

分
の
管
理
に
対
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
沿
革
的
な
差
異
を
別
と
す
れ
ば
、
区
分
所
有
建
物
の
利

用
を
め
ぐ
っ
て
機
能
的
に
比
較
可
能
な
部
分
も
多
く
、
管
理
の
充
実
と

い
う
改
正
法
の
意
図
を
活
か
す
た
め
に
は
、
今
後
、
カ
ナ
ダ
法
に
対
し

て
も
視
野
を
広
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
(
文
責
・
藤
岡
)

北法36(4・242)1480

(
注
)
パ
プ
リ
ッ
チ
教
授
に
は
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
法
に
つ
い
て
次
の
著

作
が
あ
る
。

U
Sロゲ』。『
5
司
虫
、
}
同

n
y
w
n
o
ロ【凶
O
B
E
Z
B
F
B
Zロ∞
1
Z印
y

no-EHHMぴ
-
p
H由
∞

ω.

O
昭
和
六

O
年
六
月
二
二
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
臨
教
審
と
大
学
問
題
」

報
告
者
中
村
研
一
氏

(
北
海
道
大
学
助
教
授
)

臨
時
教
育
審
議
会
ご
九
八
四
年
八
月
発
足
)
は
、
八
四
年
秋
以
降
、

総
会
・
部
会
(
四
部
会
構
成
)
各
々
の
会
合
を
重
ね
、
八
五
年
六
月
に

一
次
答
申
を
提
出
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
次
答
申
に
は
、
入
試
制
度

の
問
題
を
除
け
ば
、
大
学
の
運
営
は
重
要
な
論
点
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
臨
教
審
は
一
次
答
申
以
後
の
一
課
題
と
し
て
、
「
大
学
の
設
置

形
態
」
を
再
検
討
す
る
、
と
い
う
予
測
が
臨
教
審
内
外
に
存
在
し
て
い



る
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臨
教
審
の
設
置
に
い
た
る
過
程
な
ど
、
「
教
育
問
題
」
の
政
治
的
争
点

化
に
つ
い
て
は
、
中
曽
根
首
相
の
個
人
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る

所
が
大
き
い
。
彼
は
八
三
年
暮
の
総
選
挙
で
、
「
教
育
改
革
七
つ
の
構
想
」

を
公
約
に
掲
げ
、
八
四
年
二
月
よ
り
教
育
現
場
を
順
次
視
察
し
、
さ
ら

に
審
教
審
に
つ
い
て
も
メ
ン
バ
ー
の
構
成
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
指
示
を

行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
臨
教
審
が
い
っ
た
ん
設
置
さ
れ
た
後
は
、
首
相
の
意
図
と

は
独
立
し
た
要
因
も
審
議
に
作
用
し
は
じ
め
た
。
第
一
は
、
臨
教
審
事

務
局
を
担
当
し
、
論
議
の
基
礎
と
な
る
情
報
や
教
育
団
体
の
意
見
を
掌

握
し
て
い
る
、
文
部
省
に
よ
る
静
か
な
巻
き
返
し
の
動
き
で
あ
る
。
第

二
は
、
審
議
会
の
運
営
が
制
度
化
さ
れ
は
じ
め
、
議
論
が
拡
散
す
る
総

会
(
二
五
名
よ
り
成
る
)
よ
り
も
、
六
ー
七
名
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ

れ
る
各
部
会
に
お
い
て
、
議
題
を
絞
っ
て
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(
「
総
会
主
義
」
よ
り
「
部
会
主
義
」
へ
の
移
行
)
。
こ
の
よ
う
な
動
き

の
中
で
、
中
曽
根
首
相
が
ど
こ
ま
で
審
議
の
主
導
権
を
持
ち
う
る
か
は
、

自
民
党
内
の
力
関
係
な
ど
、
政
局
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る。
臨
教
審
の
先
行
機
関
と
し
て
は
、
以
下
が
注
目
さ
れ
る
。

①
「
文
化
と
教
育
に
関
す
る
懇
談
会
」
(
八
四
年
三
月
一
一
一
一
日
提
言
。

多
様
化
・
弾
力
化
・
国
際
化
を
提
言
。
)

②
京
都
座
会
「
学
校
教
育
活
性
化
の
た
め
の
『
七
つ
の
提
言
」
」
(
八

四
年
三
月
一
一
一
一
日
新
聞
の
意
見
広
告
と
し
て
発
表
。
初
等
・
中
等
教
育

に
つ
き
、
学
区
、
学
年
、
教
育
内
容
の
自
由
化
を
主
張
し
、
「
規
範
教
育
」

を
強
調
し
て
い
る
0
)

③
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
学
校
教
育
行
政
の
行
革
提
言
」
(
八
五

年
五
月
提
言
。
具
体
的
に
「
国
公
立
大
学
の
法
人
化
」
を
提
唱
し
て
い

る
。
)④
行
革
審
・
科
学
技
術
分
科
会
「
科
学
技
術
振
興
の
方
策
と
総
合

調
整
機
能
の
強
化
」
(
八
五
年
六
月
審
議
会
提
出
。
科
学
技
術
関
係
予
算

を
見
直
し
て
一
元
化
し
、
調
整
費
の
配
分
を
「
科
学
技
術
会
議
」
の
決

定
す
る
方
針
に
も
と
づ
く
、
と
す
る
な
ど
を
具
体
的
に
提
言
し
て
い
る
。
)

と
く
に
注
目
さ
れ
る
③
の
構
想
の
骨
子
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ω
国
公
立
大
学
を
学
校
法
人
(
特
殊
法
人
な
い
し
民
間
法
人
)
と

し
、
責
任
と
権
限
を
持
っ
た
管
理
運
営
主
体
を
確
立
す
る
。

ω
学
校
法
人
等
の
免
税
措
置
を
拡
大
し
て
、
民
間
資
金
を
導
入
し
、

私
学
助
成
を
機
関
補
助
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
補
助
・
学
生
補
助
に
切
り

替
え
る
。

間
大
学
設
置
基
準
や
修
学
年
限
の
規
制
を
緩
和
す
る
。

同
提
言
を
取
り
ま
と
め
た
佐
藤
誠
三
郎
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授
の
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報

発
言
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
八
五
年
六
月
一
八
日
号
四
八
1

五
七
頁
)
か

ら
判
断
す
る
と
、
現
行
制
度
と
対
比
さ
れ
て
引
照
さ
れ
て
い
る
大
学
制

度
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
そ
れ
で
あ
り
、
提
言
の
主
な
狙
い
は
、
行
政

的
な
規
制
を
自
由
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
の
経
営
と
運
営
の
責

任
体
制
を
明
確
化
し
、
大
学
を
活
性
化
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
推
定
で

き
る
。
尚
、
大
学
に
対
す
る
国
庫
補
助
は
、
学
生
に
利
子
付
き
の
奨
学

金
を
貸
与
し
て
、
大
学
は
学
生
か
ら
授
業
料
の
形
で
間
接
的
に
国
庫
補

助
を
受
け
と
る
方
式
を
提
唱
し
て
い
る
。
(
奨
学
生
の
選
出
方
式
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
)
こ
の
中
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
教
育
機
関
が
情
報
公

開
の
も
と
で
、
自
由
競
争
を
行
え
ば
、
よ
い
教
育
機
関
が
経
営
的
に
勝

雑

ち
残
る
(
悪
い
も
の
は
滅
び
る
)
と
い
う
経
済
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
大
学
が
「
衰
退
産
業
」
化
し
て
い
く
と
判

断
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
ら
改
革
に
乗
り
出
し
え
な
い
状
況
に

対
す
る
執
筆
者
の
い
ら
だ
ち
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

大
学
は
様
々
の
問
題
を
か
か
え
、
そ
の
存
在
理
由
も
か
つ
て
よ
り
明

ら
か
で
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
と
く
に
、
経
営
的
・
運
営
的
な
面
か

ら
見
れ
ば
、
「
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
な
ど
の
提
言
も
、
学
ぶ
べ
き
多

く
の
点
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、
大
学
の
か
な

り
の
教
室
一
の
中
で
顕
在
化
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
「
教
育
目
標
の
す

れ
ち
が
い
現
象
」
(
教
官
に
と
っ
て
は
教
育
意
欲
を
よ
び
お
こ
さ
れ
る
よ

う
な
学
生
側
の
反
応
が
弱
化
し
て
お
り
、
学
生
に
と
っ
て
は
勉
学
意
欲

を
触
発
さ
れ
る
よ
う
な
教
官
の
姿
勢
が
欠
如
し
て
い
る
)
に
つ
い
て
は
、

北法36(4・244)1482

こ
れ
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
注
目
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
不
可
欠
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
「
学
ぶ
」
と
い
う
知
的
活
動
が
、
現
在
の
社
会
で

い
っ
た
い
何
を
指
し
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
成
立
し
う
る
か
、

と
い
う
深
刻
な
問
題
と
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
大
学
制
度
は
「
学

ぶ
」
動
機
が
、
各
学
生
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
か
な
り
崩
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
学
ぶ
」

糸
口
を
提
供
し
、
触
発
す
る
場
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

ま
た
、
大
学
と
い
う
制
度
が
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
担
い
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ぞ
れ
が
現
在
問
わ
れ
て
い
る
問
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

北
大
法
学
論
集
、
第
三
十
六
巻
、
第
一
1

二
合
併
号
「
富
田
教

授
追
悼
記
念
特
集
」
中
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

訂
正

五
七
五
頁
掲
載
の
詩
は
、
そ
の
後
富
田
教
授
の
も
の
で
な
く
、
伊

藤
晃
作
歌
の
二
高
寮
歌
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

2

五
八
九
頁
上
段
初
め
。
富
田
教
授
の
お
嬢
さ
ん
は
現
在
も
富
田
姓

で
す
の
で
、
訂
正
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

1 


